
随意契約理由書

担 当 部 署
（ 問 合 せ 先 ）

　　　　　消防局　警防部　消防団支援課　整備係　　　　　　（　電話番号322-5748　内線902-313　）

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当

件 名

根 拠 法 令

契 約 の 相 手 方

随 意 契 約 の 理 由

　消防団緊急指令システムは、災害発生時に消防団器具庫等に設置されたサイレンを鳴動させ、消防団員へ出動を指令
するものであり、災害対応に万全を期すため不可欠なものである。
　この消防団緊急指令システムは、本件調達対象であるサイレン制御盤等を含め日本電気株式会社が製造・開発したも
のであるが、NECネッツエスアイ株式会社神戸支店に業務移管が行われている。
　そのため、消防団緊急指令システムの一部である本件調達機器を、NECネッツエスアイ株式会社神戸支店以外から調達
した場合、サイレン鳴動等に支障をきたす。
　以上のことより、NECネッツエスアイ株式会社神戸支店と随意契約を行うものである。

令和５年度消防団サイレン制御盤等の購入

NECネッツエスアイ株式会社　神戸支店


